
広
島
県
告
示
第
五
百
四
十
八
号 

 
漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
百
七
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
次
の
内
水

面
に
お
け
る
第
五
種
共
同
漁
業
権
の
遊
漁
規
則
の
変
更
を
認
可
し
た
。 

 
 

令
和
六
年
五
月
二
十
三
日 

広
島
県
知
事 

湯 
 

﨑 
 

英 
 

彦 

一 

漁
業
権
者
の
名
称
及
び
住
所 

 

１ 

名
称 

 
 
 

帝
釈
峡
漁
業
協
同
組
合 

 

２ 

住
所 

 
 
 

庄
原
市
東
城
町
帝
釈
宇
山
四
九
〇
番
地
八
号 

二 

免
許
番
号 

 
 

内
水
共
第
四
十
二
号
、
第
四
十
三
号 

三 

変
更
の
内
容 

 
 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に

改
正
す
る
。 

四 

変
更
後
の
遊
漁
規
則
の
施
行
の
日 

令
和
六
年
五
月
十
四
日 

  



改 正 後 改 正 前 

（遊漁期間） 
第３条 次の表のア欄の魚種を対象とする遊漁は、それぞれイ欄の期間内で
なければならない。 

ア 魚種 イ 期 間 

うなぎ 
こい 
ふな 
わかさぎ 

周年とする。 
ただしわかさぎについては、12月１日から翌年５月 31日ま
でとする。 

２ （略） 

（遊漁期間） 
第３条 次の表のア欄の魚種を対象とする遊漁は、それぞれイ欄の期間内で
なければならない。 

ア 魚種 イ 期 間 

うなぎ 
こい 
ふな 
わかさぎ 

周年とする。 

２ （略） 

 

 


